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「ＡＬＰＳ処理水」の海洋放出の強行に強く抗議するとともに、海洋放出の即時停止、

他の処分方法の実行及び汚染水問題の解決のために抜本的な止水対策を求める声明

２０２３年８月２３日

自 由 法 曹 団
団長 岩田研二郎

１ 政府は、２０２３年８月２２日、関係閣僚会議を開催し、東京電力ＨＤ株式会社（以
下「東京電力」）福島第一原発の敷地内に保管されている「ＡＬＰＳ処理水」について、
今月２４日にも海洋放出を開始することを決定した。
東京電力は、上記決定に基づき「ＡＬＰＳ処理水」の海洋放出を強行する見込みである。

海洋放出は、福島第一原発の廃止措置が完了するまでの間（最長４０年間）、続けられる
予定である。
自由法曹団は、２０２１年４月２０日、政府が同月１３日に開催した関係閣僚等会議に

おいて、「ＡＬＰＳ処理水」を海洋放出する方針を決定したことに対し、強く抗議すると
ともに、直ちに撤回することを求める声明を発出した。
「ＡＬＰＳ処理水」の海洋放出は、２０１５年に政府及び東京電力が「関係者の理解な

しにはいかなる処分も行わない」と福島県漁連に文書で伝えた約束を反故にするものであ
る。
自由法曹団は、政府及び東京電力による海洋放出の強行に強く抗議する。

２ 福島第一原発は、２０１１年３月、３つの原子炉が同時にメルトダウンとなる世界最
悪レベルの事故を起こし、大量の放射性物質を放出した。そして、地下水や雨水等が原子
炉建屋内の放射性物質に触れることや燃料デブリ（溶け落ちた燃料）を冷却した後の水（デ
ブリに含まれる放射性物質に触れた水）が建屋に滞留することにより、汚染水が日々発生
している。
東京電力の分析によると、２０２０年度の汚染水発生量は１日当たり約１４０立方メー

トルであり、このうち雨水・地下水等の流入によるものは約９０立方メートルである。汚
染水の発生を減少させるためには、雨水・地下水等の流入を防ぐ抜本的な止水対策が求め
られる。
政府は、汚染水対策の基本方針として、①汚染源を「取り除く」、②汚染源に「水を近

づけない」、③汚染水を「漏らさない」の三原則を示しているが、汚染水を抑制するため
に喫緊の課題となるのは、②汚染源に「水を近づけない」という対策の実行である。
２０１３年９月より福島県廃炉安全監視協議会の専門委員（水文地質学）を務める柴崎

直明氏（福島大学共生システム理工学類教授）は、福島第一原発地質・地下水問題団体研
究グループ（以下「原発団研」という。）を立ち上げ、汚染水問題の調査・研究に取り組
んできた。
原発団研は、抜本的な止水対策として、当面１０年程度の中期的対策として建屋近傍の
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井戸（サブドレン）の増強による地下水管理、長期的対策として、広域遮水壁と集水井・
水抜きボーリングの設置を提案している。原発団研によると、これらはすでに確立されて
いる技術であり、新たな汚染水の発生を大幅に減らす効果が見込まれる。
政府及び東京電力が、原発団研の提案する抜本的な止水対策を取ることなく、不十分な

対策で汚染水を発生させ続けてきた結果、海洋放出に踏み切ったことははなはだ遺憾であ
り、海洋放出によって生じる被害は政府及び東京電力の責任と言わざるを得ない。

３ 汚染水を処理した後の「ＡＬＰＳ処理水」には、放射性物質であるトリチウムが含ま
れているが、トリチウムの安全性については、現在のところ確立した知見が存するわけで
はなく、また 、「ＡＬＰＳ処理水」にはトリチウム以外の放射性物質が含まれているこ
とも明らかになっている。何十年にもわたる海洋放出による環境や生態系への影響は避け
られない。そうである以上、放射性物質を含む「処理水」を安易に環境中に放出すること
は許されない。
また、２０１６年当初約３４億円と試算されていた海洋放出のコストの急激な上昇も看

過することはできない。
東京電力は、２０２２～２０２４年度の３年間で、海洋放出に約４３７億円かかるもの

と公表している。さらに、経産省は、「ＡＬＰＳ処理水（『汚染水』）の海洋放出に伴う需
要対策基金」として３００億円、「ＡＬＰＳ処理水（『汚染水』）の海洋放出に伴う影響を
乗り越えるための漁業者支援基金」として５００億円の支出を予定している。そのため、
現時点の海洋放出のコストは、少なくとも約１２００億円となっており、モルタル固化等
の地下埋設、大気放出、堅固な大型タンクでの保存と比較しても、費用面での優位性はな
くなっている。
今後は、抜本的な止水対策を取ることにより新たな汚染水の発生を抑止しつつ、海洋放

出以外の処分方法を検討し、実行に移すべきである。

４ 漁業関係者をはじめ福島県内外で海洋放出反対の声が日に日に高まっている。
みやぎ生協・コープふくしま、宮城県漁業協同組合、宮城県生活協同組合連合会、福島

県生活協同組合連合会が呼びかけ団体となり、２０２１年６月から２０２３年５月にかけ
て、海洋放出に反対し、国民の理解が得られる別の方法で処分するよう求める署名活動を
実施したところ、累計約２５万４０００人分もの署名が集まった。
海洋放出により震災復興の努力が水泡に帰すとの懸念、環境汚染や食品汚染に対する不

安等様々な理由から反対や懸念の声が多数出されている。
２０２３年８月２１日に首相と面会した全国漁業協同組合連合会の坂本会長は、「海洋

放出については依然として反対するという立場を堅持する」と明言している。政府及び東
京電力は、２０１５年の「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」との約束を誠
実に守るべきである。

５ 政府は、ＩＡＥＡ包括報告書（２０２３年７月４日公表）をもとに、「ＡＬＰＳ処理
水」の安全性が確認されたと漁業関係者等に説明して理解を求めている。
しかしながら、ＩＡＥＡ包括報告書では、海洋放出の代替案（地中埋設、大気放出、大
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型タンクでの保管等）との比較や海洋放出を正当化できるかどうかは分析の対象外とされ
ている。ここにいう正当化とは、「放射線リスクを引き起こす活動は、全体的な利益をも
たらされなければならない」という原則であり、海洋放出によって得られる利益と害され
る利益を比較衡量し、得られる利益が大きい場合のみ正当化できるというものである。Ｉ
ＡＥＡ包括報告書が分析していない「正当化」の点は、まさに住民が分析・回答を望む点
である。
復興の担い手は地元の被災住民である。その被災住民から、生業に対する懸念や放射線

被害に対する不安など様々な理由から反対や懸念の声が多数出されている状況下におい
て、「ＡＬＰＳ処理水」の海洋放出を正当化できる理由はない。
政府及び東京電力は、即時に海洋放出を停止し、漁業関係者や被災住民との対話を継続

し、反対や懸念の声に耳を傾け、処分方法についての合意形成を図るべきである。

６ 自由法曹団は、政府及び東京電力が、「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わな
い」との約束を反故にし、海洋放出を強行しようとしていることに強く抗議するとともに、
海洋放出の即時停止、他の処分方法の実行及び汚染水問題の解決のために抜本的な止水対
策を求める。

以上


